
「自分だけは大丈夫」と「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
悩まず早めに相談を！

暮らしサポート暮らしサポート暮らしサポート

消費生活に関する
問合せ・相談は

消費生活センターへ

消 費 生 活 に 関 す る 相 談 は
◆村消費生活センター（消費生活相談全般）…役場１階西側（収納課奥）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時 ☎８８５－７１４１（直通）
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。また、都合により相談員が
　不在の場合がありますので、電話でご確認ください）
◆消費者ホットライン（全国共通ダイヤル）☎１８８※３桁で繋がります。
◆県警悪質商法１１０番（訪問販売等の商取引や悪質金融業者に絡む各種相談）
午前８時３０分～午後５時１５分 ☎０２９－３０１－７３７９

い や やい や や

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

フリマサービスのトラブルに注意！

【ひとこと助言】
・多くのフリマサービスでは、トラブルが発生した場合、当事者間（個人間）で解決を図ることが求
められている点を理解しましょう。

・交渉が進まない場合は、問題点の整理等を行うためにお住まいの自治体の消費生活センター等にご
相談ください（消費者ホットライン１８８）。

フリマサイトで好きなブランドのバッグが出品されていた。値下げ交渉したら値下げ
してくれたので購入した。翌日高級ブランドの箱に丁寧に入ったバッグが届き、本物
だと思ったのですぐに受取評価をした。バッグを手に取り、持ってみると軽く、違和
感があった。質店に見せると「本物と評価出来ず、買い取れない」と言われ偽物だと
分かった。出品者に返品・返金のメッセージを送ったが返信がない。返金してほしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）
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太陽光発電システムの点検商法に注意見守り
新鮮情報
見守り
新鮮情報

【ひとこと助言】
・太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには定期的な点検を行うことが重要です
が、「点検が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応しましょう。

・「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。よく分からない
場合は、設置事業者に相談しましょう。

突然、事業者が訪問してきて「太陽光パネルの点検が法律で義務化されたので、太陽
光設備を無料で点検する。パネルによる火災事故が起こっている」などと説明された。
後日、事業者が改めてやってきてドローンを飛ばして点検した。事業者に「パネルを
サーモモニターで確認したところ赤くなっているので、今後、太陽光パネルを長期使
用するためには洗浄とコーティングが必要」と言われ、言われるがまま約４０万円の契
約をした。ネットで調べた娘から、だまされているので解約をするように言われた。
事業者の説明が虚偽なら解約したい。　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳代）

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。

６月１５日（月）

６月２２日（月）
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